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山梨県 e-ラーニング研修業務委託に係る企画提案募集要項 

（公募型プロポーザル方式） 

１ 趣旨 

山梨県は、職員のより一層の意識改革と資質向上を図るため、人材育成と人事管理に関す

る基本方針に示す職員に求められる行動特性と連動した能力養成や、知識の習得を目的と

した能力開発研修を実施している。 

社会経済情勢の急速な変化に伴い、複雑・多様化する行政課題の解決に迅速に取り組むた

め、時間や場所にとらわれず主体的に多様な講座が受講できる e-ラーニングによる良質な

学習機会を全職員に提供することとし、当該研修について公募型プロポーザル方式で企画

提案を募集する。 

 

２ 委託業務概要等 

(１)委託業務名称 

山梨県 e-ラーニング研修業務委託 

(２)業務内容 

別紙「山梨県 e-ラーニング研修業務委託仕様書」のとおり 

(３)契約期間 

契約日から令和６年３月２０日まで 

※受講可能期間は、発注者が指定する日から令和６年２月２９日まで 

（発注者が指定する日は別途協議により決定するが、令和５年７月上旬を想定） 

(４)上限額 

金４，９５０千円（消費税及び地方消費税を含む） 

※この金額は、契約の予定額を示すものではなく、企画内容の規模を示すためのもので

ある。 

 

３ 企画提案の参加資格 

資格者は、次の全ての要件を満たす者とする。 

(１)地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定に該当しない者で

あること。 

(２)法人税、法人都道府県民税、法人事業税、消費税、地方消費税、全ての都道府県税を滞

納していない者であること。 

(３)会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づく更生手続開始の申し立て、又は民事

再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づき民事再生手続開始の申し立ての手続を行

っていない者（更生手続開始又は民事再生手続開始の決定を受けた者を除く。）である

こと。 

(４)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成３年法律第７７号)第２条第６

号に規定する暴力団員（以下「暴力団員」という。）でないこと、又は法人にあっては、

その役員が暴力団員でないこと。 

(５)法人の役員等（非常勤の役員を含む。）に次のいずれかに該当する者が含まれていない

こと。 

① 成年被後見人、被保佐人、契約の締結に関し同意権付与の審判を受けた被補助人又は
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営業を許可されていない未成年者 

② 破産者で復権を得ない者 

③ 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくな

るまでの者 

 

４ 企画提案書等の提出について 

(１)提出書類等 

提出書類等 様式の有無 留意点 提出部数 

① デモ IDの 

発行 

－ 発注者が e-ラーニングコンテンツの閲覧

や管理運用の把握ができるよう、デモ ID

を発行し、ログインできる URLやパスワー

ド等の必要な情報を次のメールアドレス

に送付すること（任意）。デモ ID発行に当

たり、次のメールアドレスを登録する。 

メールアドレス： 

kenshu@pref.yamanashi.lg.jp 

－ 

② 企画提案書の

提出及び誓約 

様式１ 添付書類として、以下の書類をすべて添付

すること。 

・登記事項証明書（履歴事項全部証明書又

は現在事項全部証明書） 

・印鑑証明書 

・都道府県税に未納のない旨の証明書（個

人の県民税及び地方消費税を除く） 

・法人税と消費税及び地方消費税に関す

る納税証明書（その３の３） 

※上記４点については、３ヶ月以内に取得

した正本とする。 

１部 

③ 企画提案書 任意 評価基準、仕様書の内容を踏まえた上で、

以下の内容を含んでいること。 

ア e-ラーニング運用スケジュール     

イ e-ラーニングシステム機能（受講管理

方法・動作方法等） 

ウ 個々の e-ラーニングコンテンツ概要

（提供可能講座一覧等）   

６部 

※PDF 形式

の電子デー

タ１部も併

せて提出す

ること。 

④ 誓約書 様式２  １部 

⑤ 法人の概要書 任意 既存のパンフレットでも可 ６部 

⑥ 見積書 任意 人件費、資機材費、諸経費などの費目毎の

内訳添付（租税公課含む） 

６部 

⑦ 提案内容補足

情報確認表 

－ （５）で示す URLにアクセスして表示され

るフォームに入力して送信すること。 

－ 
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(２)提出期限 

令和５年５月１９日（金）正午まで（必着） 

(３)提出方法 

 郵送又は持参とする。 

(４)作成上の留意点 

別添仕様書を参照すること。 

(５)提出先及び問い合わせ先 

〒４００－８５８７ 山梨県甲府市蓬沢１－１５－３５ 山梨県自治会館３階 

 山梨県職員研修所 

電話：０５５－２３３－０６２６ ＦＡＸ：０５５－２３３－０６２９ 

メールアドレス：kenshu@pref.yamanashi.lg.jp 

フォーム URL：https://forms.office.com/r/K35Adjgdb4 

 

５ 企画提案に係る質問及び回答 

(１)受付期間：令和５年４月２８日（金）～５月１６日（火）午後３時まで 

(２)質問方法：次の URLにアクセスして表示されるフォームに入力して送信する。 

https://forms.office.com/r/pGZHMDS0VP 

(３)回答 

質問に対する回答は、令和５年５月１８日（木）までに随時山梨県職員研修所のホーム

ページ（https://www.pref.yamanashi.jp/kenshu/index.html）に掲載する。 

(４)その他 

・質問の内容は簡潔で分かりやすく記載すること。 

・電話や口頭での質問には応じない。ただし、質問の内容に疑義が生じた場合は、質問 

者へメールで問い合わせを行うので、その場合は速やかに返信すること。 

・本企画提案に関係のない質問や、本企画提案に公平性を保てない質問と判断した場合に

は、回答しないことがある。 

 

６ 委託事業者選定方法等 

選定はプロポーザル方式により、山梨県 e-ラーニング研修業務に関する企画提案審査

会によって次のとおり審査する。 

※企画提案者が５者以下であった場合は、一次審査は実施しないものとする。 

※新型コロナウイルスの状況によっては、web審査又は書面審査のみとする場合もある。 

(１)選定方法 

① 一次審査 

企画提案者から提出された企画提案書等を基に、書面審査により上位５者を選定する。 

② 二次審査 

一次審査で選定された企画提案者から、１者当たり１５分以内でプレゼンテーション

を行い、その後選定委員から１０分程度の質疑応答を行う。 

(２)審査項目 

別紙「山梨県 e-ラーニング研修業務提案の評価基準」による。 

(３)選定方法 

mailto:kenshu@pref.yamanashi.lg.jp
https://forms.office.com/r/K35Adjgdb4
https://forms.office.com/r/pGZHMDS0VP
https://www.pref.yamanashi.jp/kenshu/index.html
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 二次審査により採点結果の合計が最も高い者を本委託業務の契約候補者として選定す

る。 

※得点が同一の場合は、企画提案審査会において協議の上契約候補者を選定する。 

なお、審査項目ごとの採点結果の合計が最も高くても、仕様書に沿わない場合や得点が

著しく低い審査項目がある場合は、契約候補者として選定しないことがある。 

(４)二次審査日時・場所 

実施日：令和５年６月８日（木）又は９日（金）〔予定〕 

場 所：山梨県立図書館〔予定〕 

   〒４００－００２４  

山梨県甲府市北口２丁目８番１号 

※詳細は、第一次審査で選定された企画提案者に別途連絡する。 

(５)選定結果 

審査の結果は一次・二次審査とも審査を受けた企画提案者全員に書面により通知する。

なお、審査結果に対する異議申し立ては受け付けない。 

(６)契約手続き 

・（３）により選定された提案者を契約締結候補者として、委託業務に関して必要な協議

を行う（その際、企画提案書の内容は、協議の上変更する場合もある）ものとし、協議

が合意に至った場合は、本委託業務の契約の手続を行う。 

・契約締結候補者との協議が整わず契約の見込みがない場合は、次点の提案者と契約に向

けた協議を行い、前項に準じて契約する。 

・契約については、予算の範囲内で随意契約を行うものとする。 

・契約書案は、別紙「業務委託契約書（案）」を参照。 

 

７ その他 

(１)手続きにおいて使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。 

(２)企画提案書の作成、提出及びプレゼンテーションに要する費用は、企画提案者側の負担

とする。また、この契約の締結に要する費用及び契約代金その他の金銭の送金並びに受

領に伴う費用は、受託者の負担とする。 

(３)契約保証金は免除する。 

(４)提出された企画提案書が全て選定するに至らない場合、若しくは企画提案書の提出が

なかった場合は、中止又はその他の方法によることがある。 

(５)応募資格を有しない者の企画提案書は受理しない。また、記載内容に不備がある企画提

案書等、不適切と判断される企画提案書は受理しない場合がある。 

(６)提出された書類等は返却しない。なお、その書類等を、本企画提案以外の目的で、提出

者に無断で使用しない。 

(７)契約候補者が、選定から契約締結の間に「３ 企画提案の参加資格」に掲げた資格のう

ち、一つでも満たさなくなった場合は契約を締結しない。また、この場合において、当

県は損害賠償の責めを負わないものとする。 

(８)著作権等の法令を遵守することとし、企画提案書の記載が法令に基づいて保護されて

いる第三者の権利対象となっているものを使用した結果生じた責任は、企画提案者が

負うものとする。 

(９)「３ 企画提案の参加資格」の条件を満たしている者であっても、不正又は不誠実な行
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為があった場合、経営状況が著しく不健全であると認められる場合等にあっては、企画

提案の参加を認めない場合がある。 

(10)この契約の成立及び効力その他の一切の事項については、日本国の法令に準拠するも

のとし、管轄裁判所は当県の所在地を管轄する裁判所とする。 

 

８ 企画提案に係る日程（予定） 

令和５年４月２８日（金）   企画提案募集開始 

５月１６日（火）午後３時  質問受付期限 

５月１８日（木）午後３時  質問回答期限 

５月１９日（金）正午   企画提案書等提出期限 

５月２２日（月）～６月１日（木） 一次審査（書面審査） 

６月 １日（木）   一次審査（書面審査）結果通知 

６月 ８日（木）又は９日（金）  二次審査（プレゼンテーション審査） 

６月 ９日（金）   審査結果通知 

６月１２日（月）   委託契約締結 

 


